
介護予防・日常生活支援総合事業のサービス類型　(案)

サービス名 サービス内容 対象者 対象者の判断基準 サービス提供者 実施方法 コード 単価
利用者
負担

介護予防ケアマネジメント
介護予防ｹｱ
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ単価

訪問介護
　(現行相当)

本人の心身の状況に
応じた、専門的な身体
介護・生活援助

認知機能の低下
者、日常生活に
支障のある疾患
のある者等

要支援1.2と認定さ
れた者を基本とす
る
(または要支援1.2相
当と判断された者)

訪問介護事業
所

事業者
指定

A1
(A2)

月ごとの包括払い　(国の示す単価)
 要支援1相当…週1回利用 11,680円/月
 要支援2相当…週2回利用 23,350円/月
 初回加算…2,000円
 処遇改善加算…有

1割
(高所
得者2
割)

ケアマネジメントA
 ケアプラン作成
 モニタリング実施
 個別サービス計画作成

生活支援サービス
  (基準緩和A)

生活援助
 (掃除・洗濯・調理
等)

日常生活に支障
のある疾患のあ
る者

認定がなく基本
チェックリスト等
で判断された者を
基本とする

訪問介護事業
所

(基準は緩和
-訪問介護員または
一定の研修受講者)

事業者
指定

A3
月ごとの包括払い
 (現行の軽度生活援助相当)
 週1回利用 8,600円/月

1割
(高所
得者2
割)

ケアマネジメントA
 ケアプラン作成
 モニタリング実施
 個別サービス計画必要
 に応じて作成

軽度生活援助サービ
ス

  (基準緩和B)

簡易な生活援助
  (簡単な調理・掃除・玄関
先でのゴミの分別・買物代
行等)

高齢者のみ世帯
の虚弱高齢者

基本チェックリス
ト等で判断された
者

シルバー人材
センター

委託 X
1回ごとの出来高払い
 1,750円/回

200円
ケアマネジメントC
 初回ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのみ
 個別サービス計画任意

通所介護
  (現行相当)

食事・入浴などの
サービスや生活機能
向上のための体操や
筋力トレーニングな
ど

認知機能の低下
者、日常生活に
支障のある疾患
のある者等

要支援1.2と認定さ
れた者を基本とす
る
(または要支援1.2相
当と判断された者)

通所介護事業
所

事業者
指定

A5
A6

月ごとの包括払い  (国の示す単価)
 要支援1…週1回利用 16,470円/月
 要支援2…週2回利用 33,770円/月
 運動器加算…2,250円/月
 事業所加算…1,200円/月
 処遇改善加算…有

1割
(高所
得者2
割)

ケアマネジメントA
 ケアプラン作成
 モニタリング実施
 個別サービス計画作成

ミニデイサービス
  (基準緩和A)

運動・リクリエー
ション等

自立支援が必
要で、閉じこ
もり傾向にあ
る高齢者

基本チェックリス
ト等で判断された
者を基本とする

通所介護事業
所

(基準は緩和
-従事者は必要数、
資格要件無、3㎡×
利用定員)

事業者
指定

A7
月ごとの包括払い
 (現行の二次予防事業相当)
 週1回利用 14,300円/月

1割
(高所
得者2
割)

ケアマネジメントA
 ケアプラン作成
 モニタリング実施
 個別サービス計画必要
 に応じて作成

※ 訪問型サービス内、通所型サービス内でのサービスの併用は出来ない。

※ 介護予防ケアマネジメントA： アセスメント - ケアプラン原案作成 -  サービス担当者会議  - 利用者への説明・同意 - ケアプランの確定・交付 - サービス利用開始 - モニタリング(給付管理)

介護予防ケアマネジメントB： アセスメント - ケアプラン原案作成 - (サービス担当者会議) - 利用者への説明・同意 - ケアプランの確定・交付 - サービス利用開始 - モニタリング(適宜)

介護予防ケアマネジメントC： アセスメント - ケアマネジメント結果案作成　　　 　　　　　　   - 利用者への説明・同意 - ケアプランの確定・送付 - サービス利用開始 補助・助成サービスやその他の生活支援サービスを利用する場合

訪
問
型
サ
ー

ビ
ス

4,000円/件
初回加算
  3,000円

通
所
型
サ
ー

ビ
ス

指定を受けた事業所のサービスを利用する場合

指定事業所以外の多様なサービスを利用する場合

かほく市のコンセプト = 「自立」と「支え合い」のまちづくり = 

   <ポイント>     1.地域でつながる住民主体の介護予防  

              2.自立支援型ケアマネジメントへの支援  

              3.多様なニーズに応じた多様なサービス  


